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県
学
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営
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会
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を
次
の
よ
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浩

一

徳
島
県
学
校
運
営
協
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

徳
島
県
学
校
運
営
協
議
会
規
則
（
令
和
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
、
学
校
」
を
「
、
徳
島
県
立
学
校
（
分
校
を
含
む
。
以
下
「
学
校
」
と
い

う
。
）
」
に
、
「
徳
島
県
立
学
校
（
以
下
「
学
校
」
と
い
う
。
）
（
分
校
を
含
む
。
）
」
を
「
学
校
」
に

改
め
る
。

第
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
任
期
）

第
五
条

委
員
の
任
期
は
、
任
命
の
日
か
ら
同
日
の
属
す
る
年
度
の
末
日
ま
で
と
す
る
。

２

委
員
は
、
再
任
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
条
第
三
項
中
「
又
は
」
を
「
、
又
は
」
に
、
「
そ
の
職
務
」
を
「
、
そ
の
職
務
」
に
改
め
る
。

第
七
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
第
二
項
を
第
三
項
と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

協
議
会
は
、
現
に
在
任
す
る
委
員
の
総
数
の
過
半
数
の
出
席
が
な
け
れ
ば
、
会
議
を
開
く
こ
と
が
で

き
な
い
。

第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５

前
項
の
規
定
に
よ
り
議
事
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
委
員
の
数
は
、
第
二
項
に
規
定
す
る
現
に

在
任
す
る
委
員
の
数
に
算
入
し
な
い
。

第
十
一
条
の
見
出
し
中
「
申
し
出
」
を
「
申
出
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


